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平成28年2月29日㈪午後1時30分より本店3階第
一研修室で開かれた。

議 決 事 項

1 ）機構改革にともなう職制規程の一部改定に
ついて

2）自己資本比率算出規程の一部改正について

3）当組合理事との貸出取引について

原案通り承認されました

理事会だより
JA豊橋より

若松地区不当利得返還請求裁判の経過
平成25年秋に当初若松地区の32名（結審の時点の
原告数29名）の方から提起された不当利得返還請求の
第1審判決が平成28年1月27日に名古屋地方裁判所豊
橋支部にて言い渡されました。
判決内容は
1．原告らの請求をいずれも棄却する。
2．訴訟費用は原告らの負担とする。
以上の内容でした。
この裁判は、旧野依開拓農業協同組合から豊橋市開
拓農業協同組合が引継ぎさらに合併により豊橋農業協同
組合に引き継がれた土地を土地改良事業に伴う不換地と
することに豊橋農業協同組合が同意したことにより損害
を被ったとして組合を相手取って裁判が提起されましたが、
裁判所はこの土地の取扱に関して豊橋農業協同組合に
落度は無いと判断し上記の判決を下されました。
原告はこの判決を不服として名古屋高等裁判所に控訴

されたとのことです。
控訴内容に関しては組合に訴状が届いておりませんの

で、訴状の内容確認の上改めて経過を報告いたします。
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